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平川教育長： ただ今から本日の会議を開きます。 

 今回の会議は，細川委員，志々田委員，菅田委員につきましてはオンラインでの参加

となります。 

 オンライン会議での会議のため，説明者も座ったままでの説明となりますので，併せ

て御了承ください。 

 直ちに日程に入ります。 

 まず，会議録署名者の件ですが，本件は会議規則第22条の規定によりまして，私から

御指名申し上げます。 

 会議録署名者として，細川委員及び菅田委員を御指名申し上げますので，御承諾をお

願いいたします。 

 

（ 承    諾 ） 

 

平川教育長： 本日の会議議題は，お手元のとおりです。 

 議題のうち，公開になじまないものがあれば，最後に回して審議したいと思いますが，

いかがいたしましょうか。 

細 川 委 員： 報告・協議３は個人情報を含む案件であるため，審議は非公開が適当ではないかと思

います。 

平川教育長： ほかに意見はありませんか。 

 

（  な  し  ） 

 

平川教育長： それでは，ただ今の細川委員の発議について採決いたします。 

 報告・協議３の広島県いじめ問題調査委員会による調査報告書を踏まえた再発防止策

等については，公開しないということに賛成の方は，挙手願います。 

 

（ 全 員 挙 手 ） 

 

平川教育長： 全員賛成と認めます。 

 したがいまして，本日の議題は，報告・協議３を公開しないで審議することといたし

ます。 

 

報告・協議１ １学年１学級規模の県立高等学校の状況について  

 

平川教育長： それでは，報告・協議１，１学年１学級規模の県立高等学校の状況について，杉本学

校経営戦略推進課長，説明をお願いいたします。 

杉本学校経営戦略推進課長： 報告・協議１によりまして，１学年１学級規模の県立高等学校の状況について御説明

をいたします。 

 資料の１ページを御覧ください。今年度の１学年１学級規模の県立高等学校につきま

しては14校となってございます。全校生徒数が80人以上となりました学校が９校，その

下，80人未満となりました学校が５校となってございます。 

 また，全校生徒数が前年度を上回った学校は，大柿高等学校，瀬戸田高等学校，豊田

高等学校，賀茂北高等学校の４校，前年度を下回った学校は，その下にございます10校

でございます。 

 次に，新入学生徒につきましては，前年度を上回った学校が豊田高等学校，大崎海星

高等学校，賀茂北高等学校，音戸高等学校の４校，前年度と同数の学校が大柿高等学校，

下回った学校がその下にございます９校ということでございます。 

 １学年１学級規模校の全校生徒数の状況につきましては，資料２ページにお示しして

おりますので，また御覧いただければと思います。 

 先ほど御説明いたしましたように，今年度全校生徒数が80人を下回った学校が５校ご

ざいます。このうち，学校活性化地域協議会を設置いたしまして２年目という音戸高等

学校，これにつきましてはまず３年間活性化策を検討した後，２年連続でという規定が

ございますので，こちらを除きます４校につきまして，仮に来年度も全校生徒数が80人

を下回ることとなりますと，資料の３ページ，こちらに計画の抜粋を添付しております
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けれども，今後の県立高等学校の在り方に係る基本計画に基づき，近隣の県立高等学校

のキャンパス校，それから２番目といたしまして特定の中学校と緊密な連携による一体

的な学校運営を行う中高学園構想への移行，それから③ですけれども，市町立学校とし

ての存続を含む統廃合のいずれかとすることについて検討することになっております。 

 こうしたことから，来年度の全校生徒数が80人以上となるよう，学校のさらなる活性

化に向けた取組を行う必要がございますことから，各学校に対しまして，早急に学校活

性化地域協議会を開催するよう話をいたしまして，既に３校，上下高等学校，東城高等

学校，それから湯来南高等学校の３校で既に協議会を開催しております。 

 各協議会におきましては，学校の活性化や魅力の向上，さらには来年度の新入学生徒

数や全校生徒数の確保に向けた具体的な方策などが話し合われたところでございます。

それぞれの協議会には事務局から職員も同席をいたしまして，必要な指導・助言等を行

っているところでございます。 

 なお，残りの佐伯高等学校，音戸高等学校につきましても，新型コロナウイルス感染

症の感染状況を踏まえつつ，早急に活性化協議会を開催し，学校活性化や全校生徒数の

確保に向けた取組などについて，協議を行うこととしております。 

 県教育委員会といたしましては，各学校において，学校の活性化や新入学生徒数，全

校生徒数の確保に向けた取組がしっかりと進められるよう，例えば教科指導や生徒指導，

学校運営などに関する指導・助言を行うための関係課職員による学校訪問，それから学

校活性化地域協議会への担当課職員の出席，指導・助言，学校活性化に向けた取組を進

めるための予算措置など，必要な支援を行ってまいりたいと考えております。 

 また，その他の１学年１学級規模校につきましても，各学校において，学校のさらな

る活性化に向けた取組が着実に進められるよう，引き続き必要な支援を行ってまいりた

いと考えております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

平川教育長： ただ今の説明に対しまして，御質問又は御意見がございましたらお願いいたします。 

近 藤 委 員： 今年度80人未満になった学校で湯来南高等学校があるかと思うのですけれども，２年

前か３年前に学校訪問させていただきました。地元のコンニャクとかオオサンショウウ

オとかを使って地元の協力も得ながら頑張ろうという姿勢もあり，和太鼓などの取組で

活性化したいというお話も聞いておりまして，今後どうなるのかなというのが気になっ

ていたところではあるのですけれども，今年度の１年生の生徒数が９人というのがかな

りショッキングな数字でして，何かこれというような要因はあるのでしょうか。 

杉本学校経営戦略推進課長： 校長へヒアリングを行ったところ，説明会等，学校説明会，毎年開きますけれども，

学校の魅力についてアピールが不足をしていたとか，他の学校に比べて少し見劣りがし

たというようなこと，それからやはり中学校の意見を聞くと部活動も少なくてやりたい

部活がないといった声があるとお聞きしております。そうはいっても近年続いて30人前

後ぐらいの入学者がございましたので，あまりにも急激な落ち方ということで，私ども

も非常に危機感を持っております。 

 今年度実は２人しか地元の子が来ていないという状況ございますので，どの学校もそ

うですが，まずはやはり地元の生徒が来たい学校にならないと他の地域からも生徒が集

まりませんので，これまでも大柿高等学校ですとか，瀬戸田高等学校ですとか，やはり

厳しい状況にあったときには，まず地元の中学校としっかり連携を図るというところか

ら緊急対応ということで取組を進めました。高等学校の先生もどんどん中学校へ入って

いくし，中学校の先生も高等学校へ来てもらうし，お互いの生徒同士もしっかり交流し

ていくということでお互いの理解を進めると。あわせて，ＰＴＡ等とも協力体制を作っ

ていく取組を進めていくべきだろうと思っておりますので，早急に学校とも連携しなが

ら対応策を考えていきたいと思っております。 

中 村 委 員： 今年の５月現在も残念ながら５校が80人未満ということですが，各学校いろいろ努力

と工夫をされていると思いますけれども，やはりキーは中学校を含めた地元地域の理解

であり，協力というか，支援というか，もう中学生にその高等学校に入ってもらわない

と基準をクリアできないわけですから，そういう地域，地元の理解，協力が得られるよ

うな取組を是非県としても支援をしてあげてほしいと思います。 

 私も視察させていただいた瀬戸田高等学校も一時期相当厳しかったですし，視察させ

てもらった当時はまだ地元の中学校からの進学者も少なく，連携が正直なかなかできて

いない現状を見ることになったのですが，その後かなり状況も変わり，地元の支援もあ

って数も増えているのだろうと思います。こういう事例もありますので，努力が実を結
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ぶような方向になるように支援をしていただきたい，地元の支援が得られるような方向

になるように是非お願いしたいと思います。 

杉本学校経営戦略推進課長： ありがとうございます。私どもも訪問させていただいた場合に，先ほど中村委員から

話が出ました瀬戸田高等学校ですとか，あるいは大柿高等学校，今もう全校生徒は100人

を超えておりますので，やはり取組の成果がかなり出ているなと。こういった事例につ

いては厳しい学校には情報共有をしながら，こういうやり方もあるというところでお互

い連携を図っていきたいと思います。 

志々田委員： 私も湯来南高等学校の話が気になっていましたが同じことなのでそれは省略させてい

ただきます。もう一つ，大崎海星高等学校の数字を見ると，もちろん何人入ったかが大

事ですけれども，何人卒業してくれたかというところはやはり教育の心髄なので，どれ

ぐらい退学していないのかということを見させてもらうと，大崎海星高等学校の場合，

昨年度２年生だった生徒36人が今年29人になっており，７人学校を辞めておられるとい

うことだろうということを，それが正しいのかどうかということで，やはり少人数教育

がメリットとして学校の良さにつながっていれば別に少なくてもそこは教育効果として

考えてもいいことだと思うのですが，やはり人数が少なければ少ないほど，お互いが学

校を背負っていくほどの一人一人の努力というか，頑張らなくてはいけないものになっ

ていくと思うので，どうその少ない人数をメリットに考えてもらえるのかということが

学校活性化協議会の方たちにも話し合ってもらいたい内容だなと思っております。です

ので，こういう少人数を味方につける教育ということをどのように考えられているか。

特に大崎海星高等学校の１学年で生徒が７人辞めていく状況というのはどういうことな

のかなということをお聞きしたくて質問しました。 

杉本学校経営戦略推進課長： まず先ほどの生徒の人数減少ですけれども，今，志々田委員が御指摘のところは令和

２年度の２年生36人が３年生になって29人になっており，ここで７人減っているという

ことだと思うのですけれども，細かい情報は把握していないのですが，辞めているか留

年しているかということになります。 

 年によって生徒の状況が違いますので一概に言えないところもあります。あと去年の

場合はコロナ禍というのもあったかなとは思いますけれども，先ほど言いました地元の

中学校との連携をしっかり図って来ていただくというその前提には，やはりうちに来た

らしっかり面倒を見るよということも非常に大事なことだと思っております。 

 そういう意味で先ほど生徒が増えている豊田高等学校ですとか，こういったところは

地域に不登校の子を受け入れて，その子たちがしっかり通えるようになっていますよと

いうことを中学校へすごくアピールをしております。なかなか近隣の生徒は来ていない

ですけれども，呉や竹原の方から生徒が集まっているというようなところもあります。 

 大崎海星高等学校の場合は，地元だけではなく全国から幅広に来ており，活発な生徒

が多くいろいろ発信もしております。大学と連携したり，自分の学校のＰＲ動画を生徒

自身で作って流しており，そういったところで，この学校楽しそうだなというところで

生徒が来ている部分もあります。一方で，やはり地元でおとなしめの子供もいますので，

そういったところにはもう少ししっかりフォローをしていく必要があると思いますので，

その辺りは学校と連携をしながら引き続き対応していきたいと思います。 

 それと少人数を味方につけるということでございますが，正に１学級規模校というの

は，特に中山間地域の学校ですね，そのＰＲの仕方というのはものすごく大事だと思っ

ております。先日も上下高等学校の学校活性化地域協議会に行ってきましたけれども，

地域の方も皆さん他の学校に比べて昨年のＰＲがすごく見劣りしていたという声も聞い

ております。今年度地元の校長がすごくやる気になって張り切っておりますので，その

辺りのＰＲの仕方等も工夫をしていくということで教育委員会からもバックアップ，支

援をしていきたいと思います。 

志々田委員： ありがとうございました。一生懸命やると数字が伸びて，少し気を張らないと多分少

なくなってしまうということの繰り返しなのかなというような気がするので，やはり油

断なきように全ての校長先生に今一度，去年の湯来南高等学校の例を出しながら何が問

題だったのかということもきちんと教材化して話し合っていただけるようにお願いして

ください。 

菅 田 委 員： 私も志々田委員と同じように退学者数が気になったのですが，参考までに一般的な高

等学校ですと何％ぐらいが退学されているのでしょうか。 

杉本学校経営戦略推進課長： 申し訳ありません。今私の方で数の把握をしておりませんけれども，どうしても１学

級規模校は１人辞めると割合が非常に高くなるというところで全体としてはどうしても
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割高に出やすいところはあると思っております。 

 もう一つ，こういった学校では不登校傾向の生徒をかなり受け入れておりますので，

県全体の割合からいうと少し高めにはなっているのだと思います。退学者の割合につい

てはまた改めて把握をしておきたいと思います。 

細 川 委 員： 御説明ありがとうございました。 

 近藤委員と同じように，私も近年の入学者が極端に少なくなった学校が非常に心配な

ところですけれども，それの前に，まず瀬戸田高等学校が平成29年から３年連続で80人

を切ったにもかかわらず，頑張りを考慮してということがあったのですが，この辺りに

ついて資料３ページの下のただし書のところで，当時たしか藤本校長先生だったと思う

のですが，平成29年の15人の入学者から翌年，翌々年30人を超える入学者を得てきたと

いうのは，地域の方と一緒にやられたのでしょうけれども，一体藤本校長がどのような

ことをされたのかということをお伺いしたいのと，あと湯来南高等学校とか向原高等学

校が令和２年度に比べて極端に入学者が少なくなっていますよね。交通の便のこともあ

るのかもしれませんけれども，そういうところも踏まえてこの２校について特に今後懸

念されるところが大きいのではないかなと思います。 

 学校に今何人在学しているかという資料を頂きますが，それを見ると小学校１年生か

ら中学校３年生までの９年に渡って，この地域から何人ぐらいの子供が高等学校に進学

する予定になるのかということは予想すると分かるのですけれども，それとプラス社会

情勢，交通機関がなくなったり，そういう状況がいろいろ出てくる中で，今後この１学

年１学級規模の学校に対しての取組は，その都度その都度になるのでしょうけれども，

どのようにお考えなのかということをお聞かせいただければと思います。 

杉本学校経営戦略推進課長： 最初の瀬戸田高等学校の取組でございますが，当時，瀬戸田高等学校は地元からとに

かく生徒が全然来ていないという非常に厳しい状況がございました。とにかく生徒を集

めないと話にならないということで，三原とか対岸の船で行くような地域も含めて，と

にかく足を使って歩いて集めてきたというのが１年目で，これは地元ばかりではなくて，

とにかくたくさん生徒を入れるということで，これが平成30年度の31名につながってい

ると。 

 平成30年度からは地元としっかり取り組んでいこうということで，瀬戸田の中学校と

の，保護者が小・中・高のＰＴＡで連合会のようなもの作って，高等学校のことをみん

な知っていこうといった取組もしましたし，高等学校から中学校へどんどん先生が入っ

ていって，中学生に授業をすると，その中学生が，ああ，この学校に行くとこの先生に

教えてもらえるのだということで相互理解が進んできたというところもありまして，そ

の後地元の子がすごくたくさん来るようになったとお聞きしております。 

 それから湯来南高等学校と向原高等学校の状況でございますけれども，向原高等学校

の場合は災害があって一時期ＪＲが止まっていたというところはあるのですけれども，

実はＪＲが再開した後の年度も地元から全く生徒が来なかったと。向原中学校という本

当に歩いて行ける距離の中学校から１人も来なかったというのが一昨年ございまして，

今年度も１人しか来ていないという状況で，地元との連携が一番ネックになっていると。 

 湯来南高等学校についても先ほど申し上げたとおり地元から２人しか来ていない状況

ですので，確かに細川委員がおっしゃるとおり地元に子供自体がいなくなってきている

というところで，生徒募集が非常に厳しい状況にありますけれども，それにしても全く

いないわけではなくて，30人，40人はそれぞれの地域におりますので，その中である程

度の数は確保されていかないと，やはりこの高等学校は地元にとって欲されていないよ

うに見えてしまうので，まずは地元の生徒をどうやって集めるかというところで我々も

学校と一緒に知恵を絞っていきたいと考えております。 

平川教育長： ほかに御質問，御意見はございませんでしょうか。 

 

（  な  し  ） 

 

平川教育長： 以上で本件の審議を終わります。 

 

報告・協議２ 令和３年度広島県公立高等学校，特別支援学校高等部及び広島県立中学校入学者状況

について  
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平川教育長： 続きまして，報告・協議２，令和３年度広島県公立高等学校，特別支援学校高等部及

び広島県立中学校入学者状況について，竹志高校教育指導課長，説明をお願いいたしま

す。 

竹志高校教育指導課長： それでは，報告・協議２，令和３年度広島県公立高等学校，特別支援学校高等部の入

学者状況について御報告いたします。 

 資料１ページの「１ 公立高等学校，特別支援学校高等部」の入学定員（Ａ）の欄を

御覧ください。まず，令和３年度公立高等学校入学者選抜における入学定員は，全日制

本校において小計ａ欄にありますように１万4,960人となっております。 

 全日制本校への入学者数（Ｂ）は，昨年度より680人減の１万3,470人となっておりま

す。 

 続いて，分校，帰国生徒及び外国人生徒等を加えた全日制課程の入学者数は，中ほど

より少し下の高等学校（全日制）計の欄にありますように１万3,513人で，昨年度と比較

し697人の減となっております。 

 次に，定時制課程の入学者数は231人，フレキシブル課程は362人，通信制課程は95人，

合わせて688人で，昨年度と比較して136人の減となっております。 

 次に，特別支援学校高等部の入学者数は372人で，昨年度と比較して36人の減となって

おります。 

 これに専攻科の入学者数を加えた総計は，総計の欄にありますように１万4,617人で，

昨年度と比較し870人の減となっております。 

 次に，県立中学校につきましては，「２ 県立中学校」の入学者数（Ｂ）の欄にありま

すように入学者数は280人で，昨年度と比較し１人の増となっております。 

 各学校の入学状況につきましては，資料の２ページから４ページに記載しているとこ

ろでございます。 

 説明は以上でございます。 

平川教育長： ただ今の説明に対しまして，御質問又は御意見がございましたらお願いいたします。 

中 村 委 員： 数字的な細かいことで確認をさせていただきたいのですけれども，先ほどの報告・協

議１の１学年１学級規模の県立学校の状況の生徒数，これは５月１日時点だと書いてあ

るのですが，その学校の数字と今の議題の資料２，３ページ目の４月30日現在の全日制

を見てみますと数字が微妙に違う学校が幾つかあるように思います。例えば湯来南高等

学校でいいますと，先ほどの５月１日時点では１年生９人となっておりましたけれども，

こちらの表のＢ欄では４月30日時点で８人になっています。 

 それと，今少し見ただけでも音戸高等学校，加計高等学校，豊田高等学校の数が，先

ほどの報告・協議１の資料の１年生の数字と少し違うようなのですがいかがでしょうか。 

竹志高校教育指導課長： 在籍者数になりますと，可能性として原級留置，１年生をもう一回やらないといけな

い生徒がいたりしたら増える場合，もう一つは，入学して何日か学校は始まっておりま

すけれども，その間でもし籍を空けるようなことになれば，そこから落ちてしまうこと

があります。これはあくまでも入学者の数になっておりますので。 

中 村 委 員： 今申し上げたところはどれも５月１日現在の数が１人とか２人とか微妙に増えていま

すよね。ということは，いわゆる留年した生徒ということになるのですかね。 

竹志高校教育指導課長： はい。 

中 村 委 員： そういう差異が生じている可能性があるということですね。分かりました。 

近 藤 委 員： ２点お聞きしたいのですけれども，まず１点目，沼南高等学校ですが，たしか今年度

から普通科を廃止し新たにカリキュラムを見直して，家政科と園芸デザイン科の募集を

するというお話だったかと思いますが，園芸デザイン科は期待していたような数字が残

念ながら出なかったというところなのですけれども，中学校向けにカリキュラムの改編

等どんなことをされてどんなアピールをしたのか，それがどう生徒の希望とマッチして

いないのか，その辺りについてどのように分析されているのかというのが一つと，あと

呉工業高等学校や福山工業高等学校とか幾つか見当たりますが，工業高等学校が軒並み

定員割れしていて，この辺りは近年こういう状況なのか，これに対して対策等を考えて

いるところがあるのか教えてください。 

竹志高校教育指導課長： まず１点目の沼南高等学校についてでございます。沼南高等学校につきましては，昨

年，専門学科二つに改めた学校づくりをするということがありましたので，これにつき

ましては本県の指導主事も入ってどういう学校を作っていくかということは一緒になっ

て考えてきております。農業と家庭だけの専門学科になりますので，お互いが連携し合
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って教育内容の魅力づくりをしていくということで，学科連携を強めたカリキュラムの

中身を一緒に作っているところです。 

 それに加えて，新しい学校になるということで学校も中学校にＰＲするためにチラシ

等を作って，そういったものもうまく活用しながら広報活動するということで動いてお

りました。しかし，中学校にこの学校はこういう役割を持った学校だというところがな

かなかうまく伝わり切ってなかったところがありますので，その魅力をしっかり伝えて

いくような取組も丁寧にやっていかないといけないなと思っております。 

 もう一つ対応策として，課題発見・解決学習推進プロジェクトにおいて，今年度から

カリキュラム開発の指定校を指定しておりますけれども，沼南高等学校も農業の指定校

になっております。これを中核にしながらカリキュラムをより良いものに作り上げて，

３年後には自分の学校はこういう特徴のある学校で，こういう生徒を募集して，ここま

で子供を育てますということを言い切れるようなプログラムになっておりますので，そ

れを通じて専門学科の魅力だけではなく，沼南高等学校の魅力という形で伝えていくよ

うにしていきたいと思っております。 

 続いて，工業高等学校の定員割れの状況です。過去５年の数字を見ていたのですけれ

ども，実は数年前から年々数ポイントずつ下がっていたというのは実態であります。 

 このような状況になったというのは，ただの広報とかの問題だけではなく，教育内容

も時代に合ったものでありますとか，中学生が魅力を感じるというものを作っていかな

いといけないと感じております。 

 ということでこの対応策といたしましては，昨年，商業のアップデートという形で商

業教育の魅力づくりがありましたけれども，それと同等に工業につきましても，令和３

年２月ぐらいから工業高等学校４校の先生に集まっていただき，また外部の方にも入っ

ていただいて今プログラムを開発しております。 

 それと加えて，この度，補正予算27億円で設備の方も支援していきますので，今考え

ているのはカリキュラムのみならず施設整備と，あと人材育成ということも併せて，こ

の三位一体で魅力を作って生徒の募集を図っていきたいと考えております。 

菅 田 委 員： 地元の福山工業高等学校の志願者数が少なくなったというのが，ものづくりに関わっ

ている地元の者として非常に反省しているので，我々ももっと小学生，中学生の子供に

ものづくりの楽しさを広めていって，工業高等学校の魅力も伝えていければなと反省し

ております。 

 もう一つ，資料１ページの表で見ると，どこも入学者数が定員よりも下回っておりま

すけれども，看護科だけ100％入学していて，志願者数も倍ですよね。看護科は広島皆実

高等学校にしかないと思うのですが，看護科の生徒は，広島周辺からのみ来ているのか，

県全域，例えば独り暮らししてでもここに進学している生徒がいるのかどうかというの

は分かりますでしょうか。 

竹志高校教育指導課長： 広島皆実高等学校の看護科ですが，県内唯一の専攻科も持つ学校でありまして，最終

的に専攻科を卒業した時点で，十数年でありますけれども，100％国家試験を通っている

ということで，本当に中学生から求められている学校になっております。 

 ですので，全県からいろいろな形で集まってこられていると思いますけれども，具体

的に例えば寮であるとか下宿をしてというところまでは今数字を持ち合わせておりませ

んので，すぐお調べをして御回答させていただければと思っております。 

菅 田 委 員： 是非，希望があれば県内の他の地域などにも衛生看護科の設置等を考えていただけば

いいのかなと思います。 

竹志高校教育指導課長： 専門学科の在り方についてということで，今年度，広島県地方産業教育審議会という

会を持とうとしております。その中で，それぞれの学科の魅力づくりもありますけれど

も，本当にこの先，本県でどういう学科を作って，担っていく人材を育てていくかとい

うことも焦点を当てた議論をする中でそういったことも改めて検討していければと思っ

ております。 

志々田委員： 毎回聞くことなのですけれども，特別支援学校については定員がないので，皆さん入

られる。定員がないということは学級規模だとかそういうこととは関係なく入学者数が

決まるところもあると思いますので，多いところですと広島市立広島特別支援学校は除

いたとしても広島北特別支援学校，福山北特別支援学校，廿日市特別支援学校とかは非

常に多い状態だと思うのですけれども，教室とか，それから先生方の手当てだとか，そ

うしたものは十分な状況なのかどうか教えていただきたいです。 

玉木特別支援教育課長： 学級数については，現在提示しておりますのは高等部への入学者数でありますが，全
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校幼児児童生徒数を見ますとやはり増加傾向にはあります。現状では教室数の不足は生

じておりませんが，特別教室や管理諸室を普通教室に転用したり，普通教室を間仕切り

したりするなどの応急的な対応を行ってのことですので，引き続き狭隘化対策はしてい

く必要があると考えております。 

志々田委員： ありがとうございます。確認できて良かったです。もうそういう計画をされていると

は十分存じておりますけれども，引き続きどうぞよろしくお願いします。 

平川教育長： ほかに御質問，御意見はございませんでしょうか。 

 

（  な  し  ） 

 

平川教育長： 以上で本件の審議を終わります。 

 

報告・協議４ 広島県生涯学習審議会委員の選任に係る基本方針について  

 

平川教育長： 続きまして，報告・協議４，広島県生涯学習審議会委員の選任に係る基本方針につい

て，桑原生涯学習課長，説明をお願いいたします。 

桑原生涯学習課長： 広島県生涯学習審議会の委員の任期が令和３年８月11日をもって満了するため，次期

委員の選任に係る基本方針について御説明いたします。 

 初めに，資料の説明をいたします。１ページ目がこの度報告をさせていただきます広

島県生涯学習審議会委員の選任に係る基本方針でございます。 

 ２ページ目は，現行の基本方針の選考基準とこの度との変更点が分かるようにお示し

した資料でございます。 

 最後，３ページには現在の委員の名簿を添付しております。 

 資料１ページを御覧ください。広島県生涯学習審議会の委員は，生涯学習の振興のた

めの施策の推進体制等の整備に係る法律及び広島県生涯学習審議会条例の規定に基づい

て置かれている附属機関です。 

 審議会の任務は，設置目的及び任務欄にありますとおり，生涯学習に資するための施

策の総合的な推進に関する重要事項について，教育委員会又は知事の諮問に応じ調査審

議するとともに，必要な事項について意見を述べることとなっております。 

 委員の定数については20名以内となっており，資料にございますとおり，現在は20名

となっております。 

 また，社会教育法の規定により，社会教育に関する事項を調査審議する会議を設置す

る必要があることから，本審議会の委員の定数を15人以内とする社会教育分科会を置く

こととしております。 

 一番下の選考基準の欄を御覧ください。委員の選考に当たりましては，生涯学習に関

し広くかつ高い識見を有する者のうちから，１から３に掲げる基準によって選考するこ

ととしたいと考えております。 

 基準の設定に当たりましては，２についてですが，従前の基準に加え，ただし書を設

けております。 

 委員の選任に当たっては，個人の識見に基づき選任する場合と，本審議会の審議内容

に欠かせない役割を持つ団体から，その団体を代表し意見を述べていただく者としてそ

の団体から推薦いただいた者を選任する場合があり，団体から推薦される者につきまし

ては，基準に抵触する者が推薦される場合も想定されることから，ただし書により，団

体から推薦があった者につきましては，この基準によらないことができることとしたも

のでございます。 

 なお，基準の３につきましては，広島県教育委員会が定める非常勤の特別職等の任命

に係る事務取扱要領別表に定める基準の一部改正に伴い文言を整理したものでございま

す。今後，慎重に人選を行い，審議会委員の候補者を提案させていただく予定です。 

 説明は以上です。 

平川教育長： ただ今の説明に対しまして，御質問又は御意見がございましたらお願いいたします。 

志々田委員： 御説明ありがとうございました。 

 先ほど今回の改正案として，ただし書というものを付けるとお伺いしたのですけれど

も，なぜこれが要るのかもう一度御説明いただいてもいいですか。よく分からなかった

です。 
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桑原生涯学習課長： 委員の選任に当たりましては，個人の識見に基づき，その個人からの御意見をいただ

きたいということで選任をする場合と，例えば校長会連合会であるとか，公民館連合会，

それから県ＰＴＡ連合会のような生涯学習の審議内容に欠かせない役割を持つ団体から

その代表を団体して意見を述べていただく方として団体から推薦をいただいた方を選任

するという２パターンございます。団体から推薦をいただく方につきましては，その団

体が，余人をもって代え難いということで要件に抵触する方を推薦される場合がござい

ますので，その団体から是非この方をという推薦があった場合には，この教育委員会の

方で定める基準だけをもってその方はお断りをするというのではなくて，その団体の意

向を尊重してその方を委員として選任させていただくという形でただし書を設けたもの

でございます。 

志々田委員： ありがとうございます。 

 二つどうなのかなと思うことがあるのが，生涯学習審議会としてそこに加わっていた

だかなければいけない任意団体について，必ずこの任意団体で構成されるということを

別に書いていないわけで，その団体から推薦をいただかないといけないわけではないの

ではないかと思うのが一つです。もう一つは，私も分かってはおりますけれども，もち

ろんいろいろな団体で，社会教育の専門家ですので，どうしても欠かせないと。それを，

余人をもって代え難いからこの方をもう一度お願いしますというのは，やはり毎回きち

んと議論すべきだと思います。１，２，３のこのただし書というのはある程度意味があ

るからこそこう書いてあるわけだから，前回のときにもそういう１，２，３のところに

当てはまらない方に委員になっていただいたことがあったと思うのですけれども，それ

はその都度しっかり言葉を尽くして説明していただいて，こういう事情の中なのでこの

方にお願いしたいですという説明を毎回されたのだと思うのですよね。そういう手続を

取ることの方が，私はこういうただし書をつけて議論もしないまま委員をお願いして，

しかもそれがあたかもその団体がずっとそこの会議にいるということが別に決まっても

いないのに前提になり続けるということになるのではないかなと。それって本当に公の

審議会としての公正さというものは担保できるのか少し不思議なのですけれども，その

辺りはどうなのでしょうか。 

桑原生涯学習課長： まず，団体につきましては，先ほど申し上げたような校長会であるとか，公民館連合

会，それから図書館協会のような団体は，この審議会が設置された当初からあるような

ものですけれども，平成30年の条例の見直しでこの審議会の構成自体を見直した際には，

家庭教育であるとか，地域学校協働活動であるとか，そういった新しい視点を加えてお

り，そういう新しい団体から新しい視点を持った方を入れるという形で，見直しという

ものは随時行っていく必要があると考えております。 

 ただ，もちろん生涯学習を審議していただく中では，過去から現在に至るまでずっと

継続してという団体も多くございますので，そういう意味では変わらない団体もどうし

ても出てくるのかなと思っております。 

 今，志々田委員がおっしゃられたように，ただし書をつけることだけで団体から出て

きたからもう何でも認める，選任するというものではありませんで，やはりまずは団体

にこの年齢制限であるとか，期数の制限というものを設けている教育委員会としての意

図を丁寧に御説明した上で，推薦していただくということは基本に考えております。そ

れでもなお，そういった方が御推薦をいただいた場合には，やはりそれなりの経歴であ

るとか，団体のお考えというものをしっかりお伺いした上で，それをまたこちらの教育

委員会の方できちんと説明をして，この方を選任させていただくということで説明はし

ていきたいと考えております。 

志々田委員： しつこいようですが，今の御説明であればただし書は要らないのではないですか。 

 他の委員会の選任のところにこういうものが書いてあるのをまだ今まで見たことはあ

りませんが，いつも同じ人がそこの席に座っているということをなくすために，元々こ

ういう１から３の基準があったはずなのに，それもこうやってただし書で専門の団体か

ら言われているからしょうがないということをここの選考基準の中で認めてしまうとい

うことは何のための選考基準なのかなと不思議なので。 

桑原生涯学習課長： 他の審議会の選任の基準というものを全てこちらで確認はしていないのですけれども，

県教育委員会全体で決めております非常勤の特別職の任命等に係る要領であるとか，知

事部局の方でもやはり年齢制限や期数の制限というものは設けられているのですけれど

も，そこに原則としてというような表現がされていて，もちろん例外も想定されている

というような形になっております。 
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 ただ，前回のこの生涯学習審議会の委員の選任の際に，この基準に抵触している方を

選任していただくに当たりまして，原則としてというものがありながら例外を認めると

いうことについて，その基準が分からないということで御意見をいただいておりました

ので，今回この基準を考えるに当たりましては，原則から外れる例外というのが具体的

にどのような場合なのかということで，団体から推薦があった場合というのを一つの例

として挙げさせていただいてはおりますけれども，志々田委員が言われたように，団体

から出てくれば自動的に選任すると考えているものではないというところは御理解いた

だければと思います。 

中 村 委 員： 今の課長の御説明をお聞きしていると，やはりこのただし書のところは御説明のよう

な意味には少し取りにくいのかなと。これをそのまま読むと，団体からの推薦があった

場合には，もうこの該当する者は選任しないということにはなりませんよとやはり読め

てしまうのかなという気がします。 

 志々田委員も言われたように，他の審議会ではこの基準を超える人で余人をもって代

え難いということで選任しているケースがありますよね。だからそれはこの生涯学習審

議会において団体という存在について私もよく分からないところがありますけれども，

それは団体に所属，団体からの推薦の人であろうと，それ以外であろうと余人をもって

代え難いという人がいらした場合にはこの基準に当てはまらなくても選任をするという

ことがある。それが「原則として」という言葉だと思いますので，「原則として」がなけ

ればそういうことが多分なかなかできないのだと思いますけれども，「原則として」がこ

こに入っていればそれでよろしいのかなと私も思います。 

津島総括官（乳幼児教育・教育支援）： では，委員の方々の御意見を伺いまして，もう一回検討し，再度御提案させていただ

ければと思いますが，いかがでしょうか。 

菅 田 委 員： 根拠規定の原文を読んでいないのでよく分からないのですけれども，今の議論になっ

ているところですけども，生涯学習ということで老若男女が対象になるのですけれども，

人生100年時代と最近言われているのですが，最初の任命時70歳が，再任の時の75歳とい

うのが，今となっては結構低い年齢かなと思うので，その辺りの年齢自体ももし残すと

したら見直した方がいいのではないかなと思うのですが，いかがでしょうか。 

桑原生涯学習課長： 今，菅田委員が言われたような70歳を超えるであるとか，再任の際の75歳といった基

準につきましては，前回のこの基準を２年前に提案させていただいたときも御意見とし

てはいただいたところなのですけれども，教育委員会においても知事部局においてもこ

ういった附属機関の委員の任命において任命しない者の具体的基準ということで年齢制

限を一応設けているという県全体のものが統一して示されていることから，この審議会

だけに限ってこの要件を丸ごとなくしてしまうということはもう少し検討が必要なのか

なということで今回は残させていただきました。 

平川教育長： ほかに御質問，御意見はございませんでしょうか。  

 

（  な  し  ） 

 

平川教育長： この件につきましては，検討して，次回また御説明をさせていただくという形にさせ

ていただきたいと思います。 

 それでは，以上で一旦この本件については審議を継続するということで終わらせてい

ただきます。 

 

報告・協議５ 県立中学校・高等学校における新型コロナウイルス感染症のクラスター対策について  

 

平川教育長： 続きまして，報告・協議５，県立中学校・高等学校における新型コロナウイルス感染

症のクラスター対策について，杉本学校経営戦略推進課長，説明をお願いいたします。 

杉本学校経営戦略推進課長： それでは，報告・協議５によりまして，県立中学校・高等学校における新型コロナウ

イルス感染症のクラスター対策について御説明いたします。 

 先般，知事が会見をいたしましたとおり，本県におきまして，先週末，過去最多とな

る新型コロナウイルス感染が確認をされるなど，深刻な感染状況にあることを踏まえま

して，学校におけるクラスター発生を未然に防止するための対策を実施することとし，

５月11日付で各県立中学校・高等学校に通知をいたしました。 

 対策期間は，５月11日から本県の新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策期間とな
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っております６月１日までということでございます。 

 具体的な対策といたしまして４点ございます。 

 １点目はオンライン授業の実施についてでございます。 

 この期間，ちょうど５月17日の週は，多くの高等学校におきまして中間試験を実施し

ております。この期間は午前中で試験が終わりますし，部活動も実施をされていないと

いうことがございますので，比較的リスクも少ないということで，この期間を除いて対

策期間中，原則オンライン授業ができるよう各学校において体制を整えていきたいと考

えております。また，全教育職員がオンライン授業に対応できるよう取組を進めていき

たいと考えております。 

 ２点目は部活動の制限についてでございます。 

 他校との練習試合及び合同練習は行わないということで，必要最小限の活動にとどめ

ることにしております。 

 ３点目は寄宿舎の生徒の帰省の制限ということでございます。 

 できるだけ人流を減らすということで，寄宿舎から自宅への帰省は，原則として行わ

ないということとしております。 

 ただし，帰省したい生徒につきましては，帰省をしたら今度は寮に戻ってこずに自宅

でオンライン授業を受講していただくということで考えております。 

 ４点目は教職員及び外部指導者，部活動等の外部指導者でございますけれども，ＰＣ

Ｒ検査受検の強化を図っていくと。 

 この４点について各学校へ通知しております。 

 オンライン授業の実施につきましては，各学校によって生徒の状況あるいは学校の状

況が異なるところもございます。各学校で今，準備ということで検討しておりますけれ

ども，県の教育委員会としても各学校の状況把握をいたしまして，17日の週，これが終

わったぐらいを見据えましてオンライン授業をしていけるような体制を整備していきた

いと考えております。 

 こうした対策を講じまして，子供たちの学びを止めることなく，感染症対策の徹底に

取り組んでいきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

平川教育長： ただ今の説明に対しまして，御質問又は御意見がございましたらお願いいたします。 

中 村 委 員： ここのところ連日のように県立学校生徒，職員の感染の事例が出ていると思いますの

で，これまでとは違う変異株が増えてきている中での対策というのを工夫していかなく

てはいけない状況だろうと思います。 

 それでオンラインも状況に応じてやらなくてはいけないということだと思うのですが，

実際いろいろ準備とか，御苦労があろうと思います。 

 それで急にやれと言われてもなかなか完全にはできないという事情もあるだろうと思

うのですが，これは教員の方も忙しい中で難しい面もあるとは思いますけれども，災害

等の発生も考えればやはりいつでもできるという準備，心構えを設備的なものも含めて

常日頃から用意しておくということが必要だろうと思いますので，今回ということだけ

ではなくて，災害等も含めれば是非そういうつもりで準備を怠りなくやっていただきた

いなと思います。 

 それからもう１点ですが，対策の中で部活動の制限とあるのですが，この感染が広が

っている中で何が大切なのかということで言えば，やはり校内で感染が広まらない，広

めないということだと思うのですね。そういう中で，授業は原則オンラインでしていき

ましょうという中で，部活動は他校との練習試合や合同練習は行わない，必要最小限の

活動ということなのですが，個人的に思えばどうしても仕方がない授業については全員

マスクをして行うということが徹底できればリスクはかなり下げられるのではないのか

なと思うのですね。企業の活動の中でも100％テレワークはできないわけで，どうしても

実際に出社したり商談したりという必要がある中で，いかに感染リスクを下げるかとい

うことは努力してやっておりますけれども，マスクを外して会話をしたり，食事や休憩，

たばこ等々のときにもマスクは外すことはあっても絶対喋っては駄目といったようなこ

とを完璧にできるようにやっているのですけれども，そういう意味から言うと授業に出

るということよりも部活動の方が少し心配な気がするのですね。マスクしたままできな

い部活動はあると思いますので，対外試合でなければいいということなのかどうかとい

うところは，生徒の活動を止めるというのはすごく残念なことではありますけれども，

感染対策を徹底してやっていこうということであれば部活動は，むしろ登校して授業を
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一部やるということよりも少し心配な気がします。これは意見です。 

杉本学校経営戦略推進課長： ありがとうございます。まずオンライン授業の関係につきましては，いろいろな学校

の事情等もあるので，それを把握しながら対応していきたいと考えております。 

 それから部活動につきましては，この５月というのはちょうどインターハイの予選の

時期に当たるということもあって，特に直接大会に関係する生徒についてはなかなか部

活動を休止するということもできていないといったこともありましたし，何とかそこの

大会には，全国的にもそういった動きで大会には参加できるようにということがありま

すので，優先順位をつけながら各学校で取り組むということ。 

 それから同じ体育館内での感染というのが非常に心配だという声もありますので，複

数の部が重ならないようにとか，学校に応じて工夫をしながら取り組んでいただくとい

うことで何とかクラスター対策を進めていきたいと思っております。 

中 村 委 員： そうですね。１点目のところは，これは仮に収まっても是非今後のことを考えればい

ろいろな準備を続けていっていただきたいというお願いです。 

 ２点目の方は，なかなか判断が難しいところがあろうかと思いますけれども，大事な

ことと優先順位を見極めて是非やっていただきたいと思います。よろしくお願いします。  

細 川 委 員： 御説明ありがとうございました。 

 課長の御説明で少し分からないところがあったのですが，対策（１）のオンライン授

業の実施というのは，県立の全生徒を対象とお考えなのか，若しくは先ほどおっしゃい

ましたけれども，学校で感染対策の対応ができるところは教育委員会でしっかり把握し

た上で一部登校を認めて授業をするのか。若しくはオンライン授業を先生がやられてい

る傍らで，教室でその授業を聞くことができたりするのか。そういう柔軟な対応もお考

えなのかどうか教えていただきたいと思います。 

杉本学校経営戦略推進課長： 昨年度のこの時期は学校が全部休業しておりましたので，その後の影響というのは非

常に大きいものがありまして，今回同じように学校を閉じるということは考えてはおり

ません。 

 一方で，これだけ感染が広がっておりますので，対策は取っていかないといけないと

いうことで，全員が自宅で受けるということではなく，学校の実情に応じてどういう形

がいいか，自宅で受ける生徒と，それから学校へ出てくる生徒というのを分けていくか

というところで今，学校の方で検討している中身も収集していくと同時に，県の教育委

員会からも職員が各学校を回りまして，どういう対策がいいかというところを一緒に考

えていこうと考えております。 

菅 田 委 員： 御存じだと思うのですけれども，福山でもクラブ活動ではなくてクラブチームで感染

が拡大したという事例もあります。これは教育委員会の管掌ではないかもしれませんが，

いろいろなクラブチームに加盟している生徒や各クラブチームの運営団体にも注意喚起

していただく方がいいのかなと思います。 

杉本学校経営戦略推進課長： ありがとうございます。どういった形でできるかというのはありますけれども，御指

摘を踏まえまして検討したいと思います。 

平川教育長： ほかに御質問，御意見はございませんでしょうか。 

 

（  な  し  ） 

 

平川教育長： 以上で本件の審議を終わります。 

 続きまして，先ほど公開しないと決定した議案について審議を行いますので，傍聴者

の方は御退席をお願いいたします。 

 

（14：10） 

 

【非公開審議】 

 

報告・協議３ 広島県いじめ問題調査委員会による調査報告書を踏まえた再発防止策等について  

 

広島県いじめ問題調査委員会による調査報告書を踏まえた再発防止策等について協議した。 

 

（14：58） 


